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きめ細やかな健康福祉施策の推進 

すべての市民が、住み慣れた場所で幸せを実感しながら健やかな生活を送れるような社

会を実現するため、地域福祉館等を拠点とした福祉ネットワークの充実やライフステージ

に応じたきめ細やかな健康福祉施策を引き続き推進します。 

 

 

地域福祉計画に基づき、市民誰もが安心して健やか

に暮らし続けていくために、地域福祉計画推進委員会

の開催や地域福祉支援員の配置を行うなど、生活の拠

点である地域に根ざして、互いに支えあい助けあう仕

組みを整えます。 

 

 

地域福祉の理念や地域福祉館の新たな機能、見守

り活動やお達者クラブ、子育てサロン等の福祉活動、

ボランティア活動等に関するビデオを作成し、地域への

広報に使用することで、地域福祉ネットワークの更なる

推進を図ります。 

 

 

 

 

 

公用車に電気自動車を率先導入し、ＰＲすることで、

市民   

  

 

在宅の障害者やその家族の相談窓口を拡大し、相

談体制の充実強化を図ります。 

 

 

団塊の世代が退職を迎え、増加が見込まれるシニア 

世代の地域社会への参加・貢献に関する意識調査等

を行い、新たな事業展開の基礎資料とします。 
 

 

「高齢者ふれあい・仲間づくり強化月間」を設け、閉じ

こもりがちな高齢者に対し、民生委員や健康づくり推進

員などによる声かけ活動を行い、地域での仲間づくり

や社会参加を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉施設の整備を行う社会福祉法人に対し、経

費の一部を助成します。 

特別養護老人ホームの創設・増床  5 箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者福祉施設の整備を行う社会福祉法人に対し、

経費の一部を助成します。 

（拡）スプリンクラーの整備  ５箇所 

 

（７）障害者福祉施設整備補助金 

（８９，２６４千円） 

（６）老人福祉施設整備費補助金 

（４３７，５００千円） 

（５）高齢者ふれあい・仲間づくり推進事業 

（４，３４４千円） 

（４）元気シニア意識調査等事業 

（２，１００千円） 

（３）障害者相談支援等事業 

（５８，８２６千円） 

（２）地域福祉プロモーションビデオ作成事業 

（４，２００千円） 

（１）地域福祉推進事業（３９，５５６千円） 

● “ み ん な の 笑 顔 を 安 心 サ ポ ー ト ” 安 全 ・ 快 適 都 市 の 創 造 
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障害福祉サービスを円滑に提供するため、通所サー

ビス等の利用促進や、新事業への移行促進などの特

別対策を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・障害福祉サービス利用者負担軽減事業 

 （利用者負担額を２分の１に）   ３１，００５千円 

・児童デイサービス利用者負担軽減事業 

（利用者負担額を無料に）     １４，３１０千円 

 ・障害児補装具利用者負担軽減事業 

   （利用者負担額を２分の１に）        ７７８千円 

    

 

母子家庭の母及び寡婦を対象に、就業に結びつく可

能性の高い技能、資格の取得について助成等を行うこ

とにより、母子家庭等の自立を支援します。 

（拡）高等技能訓練促進費の支給期間の延長 

及び支給金額の引き上げ 

 

 

児童福祉施設（母子生活支援施設）の整備を行う社

会福祉法人に対し、経費の一部を助成します。 

 （拡）施設の耐震化に伴う改築 １箇所 

 

 

 

医療制度改革による医療費適正化対策として、糖尿

病等の生活習慣病予防の徹底を図るため、４０歳以上

７５歳未満の国保被保険者を対象にメタボリックシンド

ローム（内臓脂肪症候群）に着目した健康診査及び保

健指導を実施します。 

（拡）検査項目にヘモグロビン A1c を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活習慣病等を早期発見し、重症化を予防すること

を目的として、後期高齢者医療被保険者に対し、長寿

健診を実施します。 

（拡）検査項目にヘモグロビン A1c を追加 

 

 

 

  

 

スポーツ講演会のほか競技形式の生き生きカップ大

会や自由参加の体験種目を設け、市民の誰もが気軽

にスポーツ・レクリエーションを楽しむ機会とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）母子家庭等自立支援事業 

（５８，１６９千円） 

（９）障害福祉サービスなど利用者負担軽減 

（８）障害者自立支援対策臨時特例交付金に

よる特別対策事業   （５１，０７９千円） 

（１３）後期高齢者長寿健診事業 

 （７４，８８８千円） 

（１２）特定健康診査・特定保健指導事業 

   （２６３，９５７千円） 

（１１）児童福祉施設整備費等補助金 

  （１１０，９６２千円） 

● “ み ん な の 笑 顔 を 安 心 サ ポ ー ト ” 安 全 ・ 快 適 都 市 の 創 造 

 
 

（１４）市民生き生きスポ・レクフェスタの開催 

      （３，６５２千円） 
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 「かごしま市食育推進計画」を推進するため、食育に

関わる団体等による食育推進ネットワークの連携強化

を図るとともに、新たに食育情報紙の発行、食育レシピ

の作成などを行い、市民が自主的に食育に取り組むた

めの環境づくりを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動普及推進員発足２０周年、健康づくり推進員発

足１０周年を記念し、記念大会を合同で開催します。 

 

 

 

 

・友愛パス交付事業          

・友愛タクシー券交付事業      

・長才まつり開催事業         

・敬老パス交付事業          

・愛のふれあい会食事業        

・訪問介護等利用者負担助成事業  

・低所得者利用者負担助成事業   

  ・地域スポーツクラブ育成事業  

 

 

 

 

 

地域における食育推進のため、保健センター等にお

いて、食育教室や料理教室等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１７）地域食育推進事業     （１１９千円） 

その他の主な事業 

（１５）食育推進事業      （５，２６０千円） 

● “ み ん な の 笑 顔 を 安 心 サ ポ ー ト ” 安 全 ・ 快 適 都 市 の 創 造 

（１６）運動普及推進員発足２０周年記念・健

康づくり推進員発足１０周年記念大会

事業           （２，５１６千円） 

 

長才まつりグラウンド・ゴルフ大会 
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安心安全な地域社会づくり 

市民の生命と財産を守り、生活の安心感を高めるため、自然災害や消費者被害などの未

然防止に向けた取組等を進めます。 

 

 

２３年５月末までの設置に向け、新たに安心安全火

の用心サポーターによる訪問調査・啓発を行うなど、取

組を強化します。 

 

 

 

 

消防局と関係部局との連携強化を図り、迅速かつ的

確な災害対策を講じるため、 防災情報システムを再

構築します。 

 

 

勧防災対策の更なる強化に向け、迅速かつ的確な避

難勧告を発令するためのシステムを新たに構築しま

す。 

 

 

災害時における住民への迅速・確実な情報伝達手

段としての防災行政無線の一体的な整備・更新に向け、

整備基本計画を策定します。 

 

 

 

市民及び教職員を対象にした消費生活に関する集

中講座を開催します。 

 

 

 

消費者問題が複雑・多様化していることから、消費者

情報の発信や消費者啓発を積極的に行うための体験

型イベント「消費生活エキスポかごしま」を開催する。 

 

 

 

 

・新型インフルエンザ等感染防止対策事業 

・農道等状況調査事業 

・林道状況調査事業 

・道路状況調査事業 

・水路状況調査事業 

・地域安心安全推進指導員設置事業 

・「だまされもはん」振り込め詐欺・悪質商法啓発事 

 業 

・消費者教育推進のための調査・検討事業 

に伴う温室効果ガス排出量の削減を図ります 

その他の主な事業 

（４）防災行政無線更新事業 （２，７２２千円） 

 

（６）消費生活エキスポかごしま事業 

（１，５００千円） 

（５）消費生活集中講座事業   （９８４千円） 

 

（３）避難勧告支援システム構築事業 

                （３８，１９２千円） 

（２）防災情報システム再構築事業 

（６３，５９１千円） 

（１） 住宅用火災警報器設置促進事業 

（９６，９５８千円） 

● “ み ん な の 笑 顔 を 安 心 サ ポ ー ト ” 安 全 ・ 快 適 都 市 の 創 造 
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（４）ブルースカイ計画事業  

                （２４４，３００千円） 

 

人にやさしい快適な都市環境づくり 

より快適な市民生活の実現に向け、さまざまな都市環境の整備に取り組むとともに、利

用しやすい交通手段の確保に努めます。 

 

 

原良第二地区、原良第三地区、宇宿中間地区、吉野

地区、谷山第二地区、郡山中央地区、谷山駅周辺地区

及び谷山第三地区の 

土地区画整理事業を 

推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き続き仮線敷設工事を行うとともに、仮線一次切

替区間の高架本体工事に着手します。 

 

 

 

 

 

駅前広場イメージ図 

 

 

 

これまで整備してきた武武岡線（２期）が完成するほ

か、高麗通線（２期）、宇宿広木線（２期）及び谷山支所

前通線の用地取得や道路築造工事等を進めます。 

宿広木線及び谷山支所前通線の用地取得や道路築

造工事等を進めます。 

    

 

 

 

 

 

安全で快適な歩行者空間の確保、都市景観の向上 

等を図るため、電線類の地中化を行います。 

  平田橋武線、（拡）文化通３号線 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

３地域における「あいばす」の運行を継続するととも

に、新たに４地域（８エリア）において「あいばす」の運行

を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共交通ビジョン推進のため、推進会議を設置し進

行管理等を行うとともに、交通結節点の機能強化や、

都市景観・観光資源の面から路面電車等の有効活用

について調査検討を行います。 

（１） 土地区画整理事業の推進 

（１０，２７８，３４７千円） 

● “ み ん な の 笑 顔 を 安 心 サ ポ ー ト ” 安 全 ・ 快 適 都 市 の 創 造 

（３）街路事業の推進（１，８７８，２８２千円） 

（６）公共交通ビジョン推進事業 

（５，２９６千円） 

 宇宿中間地区 

武武岡線（２期）イメージ図 

（５）公共交通不便地対策事業 

（８９，７９２千円） 

（２）谷山地区連続立体交差事業 

（３６１，８０４千円） 
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